
茨城西南地方広域市町村 圏事務組合 消防本部告示第 1号

消防法第 17条 の 3の 2に 基づ く消防用設備等 の検査 について消防長 が

指定す る防火対象物 の一部 を改正す る告示

平成 28年 3月 22日

ミ
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消防法第 17条 の 3の 2に基づ く消防用設備等 の検査 につ いて消防長 が指定

す る防火対象物 (平成 3年茨城 西南地方広域市町村 圏事務組合告示第 22号 )

の一部 を次 の よ うに改正す る。

本則 中 「 (17)項 に掲 げ る防火対象物 で延 べ面積 が 300平 方 メー トル

以上 の もの及 び (18)項 」 を 「 (17)項 及 び (18)項 に掲 げ る防火対

象物 で、延べ面積 が 300平 方 メー トル 以上 もの」 に改 め る。

付 則

この告示 は、平成 28年 4月 1日 か ら施行す る。


